
秋
田
・払
田
柵
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
秋
田
県
仙
北
郡
仙
北
町
払
田

・
千
畑
町
本
堂
城
回

２
　
調
査
期
間
　
　
一
　

一
九
九
七
年

（平
９
）
二
月
１
人
月

一
一　
一
九
九
七
年
六
月
―

一
〇
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所

４
　
調
査
担
当
者
　
児
玉
　
準

５
　
遺
跡
の
種
類
　
城
柵
官
行
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
九
世
紀
―

一
〇
世
紀
後
半

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

払
田
柵
跡
は
、
雄
物
川
の
中
流
域
に
近
く
、
大
山
市
の
東
方
約
六
ｈ
、
横
手

盆
地
北
側
の
仙
北
平
野
中
央
部

に
位
置
し
、
真
山

。
長
森
の
低

丘
陵
を
中
心
と
し
て
、
北
側
の

矢
嶋
川

（烏
川
）
と
南
側
の
九

子
川
に
よ
っ
て
挟
ま
れ
た
、
標

高
三
二
１
三
七
ｍ
の
低
地
に
立

妨

地
す
る
。　
一
九
三
〇
年
、
文
部

一ハ
省
が
調
査
し
、
翌
年
国
指
定
史

跡
と
な
り
、　
一
九
七
四
年
以
降

は
継
続
的
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

遺
跡
は
長
森

・
真
山
を
囲
む
外
柵
部
分
と
、
長
森
を
囲
む
外
郭
線
部
分
か
ら

な
る
。
外
柵
は
東
西

一
三
七
〇
ｍ
、
南
北
七
八
〇
ｍ
の
長
楕
円
形
で
、
延
長
三

六
〇
〇
ｍ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
る
遺
跡
の
総
面
積
は
約
八
七
万
五
〇
〇

〇
ポ
で
あ
る
。　
一
時
期
の
造
営
で
、
材
木
塀

（角
材
列
）
が

一
列
に
並
び
、
東

西
南
北
に
入
脚
門
が
開
く
。

外
郭
は
東
西
七
六
五
ｍ
、
南
北
三
二
〇
ｍ
の
長
楕
円
形
で
、
延
長
約

一
七
六

〇
ｍ
、
面
積

一
六
万
三
Ｏ
Ｏ
Ｏ
♂
、
石
塁
、
築
地
塀
と
地
上
高
三

・
六
ｍ
の
材

木
塀
が
連
な
り
、
東
西
南
北
に
入
脚
門
が
開
く
。
四
期
に
わ
た
る
変
遷
が
あ
る
。

外
郭
中
央
部
に
は
政
庁
が
あ
り
、
工
期
の
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
。

払
田
柵
の
古
代
に
お
け
る
呼
称
に
つ
い
て
は
、
雄
勝
城
説
と
河
辺
府
説
が
あ

る
。
さ
ら
に
、
雄
勝
城
説
に
も
、
天
平
宝
字
年
間
創
建
の
も
の
と
す
る
説
と
、

九
世
紀
初
頭
に
そ
れ
が
移
転
し
た
も
の
と
す
る
第
二
次
雄
勝
城
説
と
が
あ
る
。

一　
第

一
一
一
次
調
査

第

一
一
一
次
調
査
は
外
郭
北
門
の
再
調
査
で
あ
る
。
調
査
事
務
所
が
初
め
て

調
査
を
実
施
し
た
第
二
次
調
査
に
よ
っ
て
、
こ
の
門
は
新
旧
二
時
期
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
外
郭
東

・
西

・
南
門
や
材
木
塀
に
四
時
期
あ
り
、

外
郭
線
全
体
に
四
時
期
の
造
営
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
北
門
の
造
営
回
数
に

疑
間
が
生
じ
た
の
で
、
再
確
認
の
た
め
の
調
査
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
調
査

で
は
、
門
の
西
半
部
を
対
象
と
し
て
、
保
存
状
態
の
良
好
な
柱
掘
形
ニ
カ
所
を

選
び
、
重
複
状
況
を
検
討
し
た
結
果
、
外
郭
線
の
他
の
門
と
同
様
に
、
四
時
期



1997年出土の木簡

の
造
営
が
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。

木
簡
は
墨
書
の
あ
る
建
築
部
材
の
廃
材
で
、
北
門
の
北
側
の
西
か
ら
二
番
め

の
位
置
に
あ
る
、
Ｂ
期
の
柱
の
切
り
取
り
後
の
埋
め
土
か
ら
出
土
し
た
。
こ
の

廃
材
は
長
さ

一
人
○
伽
で
先
端
を
尖
ら
せ
て
あ
り
、
材
の
一
側
面
中
央
部
の

一

二
伽
の
範
囲
を
手
斧
で
削
り
取
り
、
そ
の
中
に
木
日
と
直
角
の
方
向
に
四
文
字

が
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
三
文
字
め
の

「方
」
の
字
で
材
の
縁
辺
に
達
し
た
た
め
、

「
人
」
の
字
は

「方
」
の
左
に
並
べ
て
書
か
れ
て
い
る
。

木
簡
以
外
の
文
字
資
料
と
し
て
は
、
コ

少
隊
御
前
下
」
の
墨
書
の
あ
る
須

恵
器
杯
、
「北
預
」
の
墨
書
の
あ
る
土
師
器
杯
が
あ
る
。
墨
書
土
器

「北
預
」

は
、
北
門
預
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
、
恐
ら
く
は
北
門
造
営
に
あ
た

り
、
そ
の
長
官
の
下
に
置
か
れ
た
職
、
ま
た
は
北
門
造
営
担
当
者
の
い
ず
れ
か

を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
一　
第

一
一
二
次
調
査

第

一
一
二
次
調
査
は
、
外
郭
北
門
の
正
面
か
ら
北
西
部
に
か
け
て
の
実
態
を

探
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
し
た
。
第

一
一
一
次
調
査
区
の
北
か
ら
北
西
に

隣
接
す
る
地
域
で
あ
る
。
前
年
の
第

一
〇
七
次
調
査
の
成
果
も
合
わ
せ
、
外
郭

北
門
を
中
心
と
す
る
東
西
両
側
の
区
画
施
設
の
あ
り
方
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

木
簡
は
、
外
郭
北
門
の
北
西
に
あ
る
、
全
七
期
に
わ
た
る
格
状
建
物
の
、
創

建
段
階
に
伴
う
溝
Ｓ
Ｘ

一
二
〇
六
か
ら
三
点
、
材
木
塀
の
北
に
直
線
的
に
掘
ら

れ
た
溝
Ｓ
Ｄ

一
一
四
五
内
か
ら
四
点
、
計
七
点
が
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｘ

一
二
〇
六
は
、
最
も
古
い
Ｓ
Ｂ

一
二
〇
三
櫓
状
建
物
を
構
築
す
る
前
に
、

そ
の
東
側
と
南
側
に
掘
っ
た
逆
Ｌ
字
形

の
溝
で
、
第

一
〇
七
次
調
査
で
三
七
点

の
木
簡
が
出
土
し
た
Ｓ
Ｘ

一
一
九
二
と

北
門
を
挟
ん
で
対
称
の
位
置
関
係
に
あ

る
。
（下
図
参
昭
じ
溝
の
東
西
方
向
部
分

は
、
少
な
く
と
も
約

一
二
ｍ
の
長
さ
が

あ
り
、
幅
約
二

・
八
ｍ
、
深
さ
四
〇
伽
、

南
北
方
向
部
分
は
、
長
さ
六
―
八
ｍ
、

幅
約
二

・
五
ｍ
、
深
さ
四
〇
御
を
測
る
。

木
簡
は
、
横
槌

・
楔

・
山
物

・
箸
な
ど

の
木
製
品
、
広
葉
樹
の
幹
、
ス
ギ
材
加

工
時
に
生
じ
た
木
片
な
ど
と
と
も
に
、

溝
の
最
下
層
か
ら
出
土
し
た
。
木
簡
と

ほ
ぼ
伴
出
し
た
須
恵
器
杯
に
、
「官
」

訥

〕
〕窒

里書
が
あ
る
。

Ｓ
Ｄ

一
一
四
五
は
、
上
面
幅
三

・
五
１
四

・
三
ｍ
、
深
さ
約
六
〇
伽
で
、
木

簡
は
、
土
師
器

・
須
恵
器
、
横
槌

・
木
錘

・
楔

・
絵
馬
な
ど
の
木
製
品
と
と
も

に
溝
底
か
ら
出
土
し
た
。
木
簡
よ
り
も
上
層
か
ら
、
「麿
」
の
墨
書
の
あ
る
須

恵
器
杯
、
「厨
」
の
墨
書
の
あ
る
土
師
器
杯
が
出
土
し
た
。

な
お
、
遺
構
外
か
ら
出
上
し
た
墨
書
土
器
に
は
、
「
北
門
」
冨
二

「厨
」
が

あ
る
。
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二  (1)目 ~木

第     = 第 簡

ξ 革詩糾 写ξ4
査   羅査容

穴

Ｓ
Ｘ

一
二
〇
六

□
□

日
□

Ｓ
Ｄ

一
一
四
五

ぃ
　
。「北
陥跡
記
隅刀

名
□
□
日
日

日
国

①
　
・
所
□
□
□
□
□
日
日
―十
日
□
」

・　
　
　
　
　
大
□
松
得
世

『合
□
』

日

回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

⑥
　
・
□
□
主
日
日

日
国

〔月
ヵ
〕

。
　

九
□

廿
三
日

（
８

ｏ
ｅ

×

含
溺

）
×

ぐ
９

　
ｏ
鵞

Ｎ
罵

×
罵

×
中
∞
　

駅

釦

第

人

四

号

３
μ
第
八
五
号

（言
９
×
誤
×
伽
　
寓
μ
第
人
人
号

命
記
）
×
含
じ
×
］

寓
牌
第
入
六
号

●
馬
）
×
（庫
）
×
伽　
ｏ
留

第
入
七
号

(3)(2)(ユ )

「六
月
十
九
日
勘
鮭
□
同
国
□
日
国

（］じ
る
受
ド
曇

第
人
一一号

⑭

　

□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ｅ

ｘ
Ｏ
溢

Φ露
第
人
九
号

北
門
地
区
の
調
査
に
お
い
て
、
二
い
に

「北
門
所
」
、
墨
書
土
器
に

「北
預
」

と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
外
郭
北
門
が
、
当
時
も

「北
門
」
と
称
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
裏
付
け
る
資
料
で
あ
る
。
「造
北
門
所
」
が
設
置
さ
れ
、
「預
」
職
が

そ
の
任
務
を
担
当
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
調
査
区
か
ら

出
土
し
た

一
連
の
木
簡
が
、
北
門
造
営
と
関
わ
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と

す
る
と
、
本
調
査
区
の
す
ぐ
東
側
の
第

一
〇
七
次
調
査
で
出
土
し
た
四
九
点
の

木
簡

（本
誌
第

一
九
号
）
に
つ
い
て
も
、
北
門
造
営
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

な
お
、　
一
ω

「東
北
方
八
」
、
二
い

「北
門
所
」
、
墨
書
土
器

「北
門
」
「北

預
」
の

「北
」
の
字
体
は
、
兵
庫
県
高
砂
市
曽
根
町
塩
田
遺
跡
出
上
の
墨
書
土

器

「札
家
」
の

「札
」
と
酷
似
し
て
い
る
。
今
回
の
払
田
柵
跡
の

一
連
の

「北
」
の
字
体
は
、
李
柏
文
書

（中
国
楼
蘭
出
土
。
龍
谷
大
学
所
蔵
）
に
類
例
が

あ
り
、
塩
田
遺
跡
の
墨
書
土
器
が

「札
家
」
で
は
な
く
、
「北
家
」
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

木
簡
の
釈
読
及
び
検
討
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
平
川
南
氏
に
よ
る
。

９
　
関
係
文
献

秋
田
県
教
育
委
員
会

・
秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所

『払
田
柵
跡

―
第

一
一
〇
次
―
第

一
一
二
次
調
査
概
要
―
』
全

九
九
八
年
）

（児
玉
　
準
）



〕

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④二

団

璃

口

岡

阿

咄

！

―

ｌ

ｌ

ｉ

＝

Ｉ

Ｉ

＝

＝

＝

＝

１

１

＝

＝

Ｉ

Ｒ

Ａ

Ｉ Ｉ

Ｉ Ｉ

ド

ー

ー

ー

ー

ー
Ｈ

聖

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ナ

　

図

９
　
測

一　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一　

　

　

一一
籐

ｍ

脚

―――

耐

―――――

脚

脚

Ｍ

脚

Ⅲ

Ⅲ

Ｗ

⊇

刊

　

刀

胴

り

／

思

崇

二 (6)

τ
軍

ン
「
ヨ

ヨ

刊
サ

Ｊ　
‘

も

/

ノ

ヽ

二 (5)



(分要ゲ奮繊袴至を
ビ
)

148

襲
癬
警
緯
醸
轟
爛
躙
翻
靱
鞠
解
鸞

墨書土器「北門」

―(1)(墨書部分)

墨書土器「北預」 墨書土器「一少隊御前下」


